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〜序 総合計画策定にあたって〜 
 

１．総合計画策定の趣旨 
会津美里町は、平成 17 年 10 月 1 日に会津高田町、会津本郷町及び新鶴村が合併し、誕

生しました。 

本町では、これまで、合併時に策定した「会津美里町まちづくり計画」及び平成 18 年度

からの「第１次振興計画」において、目指すべき将来像と実現のための課題を明確にし、課

題解決のための体制づくりや様々な取り組みを行ってきました。 

また、平成 23 年度からの「第２次総合計画」においては、さらなる課題解決の手段とし

て町民や行政等の役割分担、行政評価の視点を取り入れて、効率的かつ効果的な取り組みを

行ってきました。 

しかし、第２次総合計画に人口推計として用いた「国立社会保障・人口問題研究所の日本

の将来推計人口（平成２０年１２月推計）」よりも人口が減少しており、人口減少対策の重

要性が高くなっております。 

 このため、本町では第２次総合計画の反省点を踏まえながら、「第３次総合計画」を策定

し、戦略的な取り組みと、更なる効果的かつ透明性の高い行政経営※への取り組みを実施し

ていきます。さらには、積極的に町民参加を推進するとともに、町民と一体となって今後の

まちづくりを総合的かつ計画的に進め、持続性のあるまちづくりを推進していきます。 

 

２．計画の位置づけ 
 基本構想は従来、市町村の行政運営の総合的な指針として、地方自治法において策定が義

務付けられていました。平成 23 年の改正地方自治法の施行後は、基本構想の策定は市町村

の判断に委ねられることとなりましたが、本町では、平成 24 年 10 月に会津美里町議会基

本条例を制定し、基本構想及び基本計画の策定に関することも議決案件としていることか

ら、本計画は、それらを踏まえて策定された、本町の最上位計画として位置づけられるもの

です。 

 
※行政経営：行政の運営を「管理」ではなく「経営」と考え、民間の優れた経営理念や経営

手法を積極的に取り入れて、町民の目線に立ったサービスを提供することで、

町民の皆様の満足度が向上するよう、「成果」に重点を置いた行政活動を行っ

ていくことをいいます。 
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３．計画の構成と期間 

本計画は、基本構想及び基本計画で構成されています。 

基本構想は、長期を見通し、社会経済状況等の短期的な状況の変化にとらわれない町の将

来像（ビジョン）や実現すべき地域社会や価値を示すものであります。 

基本計画は基本構想と行政の事務事業をつなぐ計画であり、各施策では数値目標を設定

しており、社会経済状況や国の制度の変化等に柔軟に対応する必要があります。 

  

基本構想 

 基本構想は、長期的な視点に立って、本町の目指すべき将来像を示すとともに、これを実

現するための 6 つの基本方針（政策）を明らかにし、総合的かつ計画的な町政運営の指針と

なるものであり、その計画期間は平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間とします。 

 

基本計画（前期） 

 基本計画は、基本構想を受け、6 つの基本方針（政策）を達成するための施策（まちづく

りの課題）を示すものであり、施策の進捗状況や社会情勢の変化を踏まえた効果的な行政運

営のため、その計画期間は平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間とします。 

 
 基本構想･基本計画は、合併時に策定した「会津美里町まちづくり計画」の理念を尊重し、

整合性を図りながら策定することとします。 

 また、基本構想･基本計画をもとに、特定分野の施策の具体化のため、個別計画等を必要

に応じて策定するとともに、基本計画に掲げた施策の目的達成のための具体的な事務事業

については、実施計画等を策定し、整理することとします。 

 

 

 

 
 

 

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

第２次総合計画 基本構想

第２次総合計画 基本計画 第３次総合計画 基本計画（前期）

第３次総合計画 基本構想

図—計画の期間 
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４．計画の評価と進捗管理 
 計画の進捗管理にあたっては、第２次総合計画と同様に、成果重視の効果的かつ効率的な

行政経営を実施していくための仕組みとして「行政評価」を活用し、各施策については具体

的な成果を図るための指標と目標値を設定します。毎年度、達成状況を評価し、評価結果に

基づく適切な改革・改善を実施し、次年度以降の行政経営に反映させていきます。また、引

き続き、評価結果は町ホームページ等で公表することにより、町民の立場に立った行政経営

の実現と透明性の確保を図ります。 
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５．第２次総合計画期間中の本町の歩み 
  平成 17 年度の町村合併後から５年が経過した、第２次総合計画期間中（平成 23 年度

から平成 27 年度）の本町の歩み（主なもの）は以下のとおりとなります。 

  なお、第２次総合計画の政策体系にて分類しております。 

     

     
   

  
 

    

環境共生のまちづくり

平成23年12月28日 主要地方道会津坂下会津高田線新屋敷バイパス開通

平成24年11月 4日 新鶴スマートＩＣ利用150万台達成

平成25年 1月31日 新鶴地域佐賀瀬川配水池紫外線処理施設完成

平成25年10月21日 東尾岐（勝負沢）携帯電話基地局完成

平成25年12月19日 会津高田浄化センター増設工事完成

平成25年12月27日 一般県道下郷会津本郷線関山バイパス開通

平成26年 5月16日 新鶴スマートＩＣ利用200万台達成

平成26年 6月 1日 新鶴スマートＩＣ24時間化開始

平成26年 7月 1日 空き家等の適正管理に関する条例施行

平成26年10月29日 博士峠トンネル中心杭設置式

平成27年 2月17日 関山地区栃沢浄水場新設水源工事完成

平成27年 2月18日 太陽光発電用地賃貸借契約（稲岡）

安全安心な暮らしづくり

平成24年 5月26日 会津美里消防団民報金ばれん受賞

平成24年 7月11日 宮城県美里町と災害時相互応援協定締結

平成25年 8月 1日 あいづじげん健康ポイント倶楽部スタート

平成25年10月 1日 地域見守りネットワーク協定締結

平成26年10月 1日 防災情報システム放送の登録制メール配信開始

活力ある産業づくり

平成23年 8月11日 復興PR全国キャラバン開始

平成24年 9月 3日 新鶴工業団地完売

平成26年 4月 1日 基幹農道宮川線「きずな橋」開通

平成27年 6月 5日 林道駒谷関山線開通

平成28年 月 日 雀林観光施設整備
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こころ豊かな人づくり

平成23年 4月 1日 認定こども園ひかり開園

平成24年 1月10日 宮川児童クラブ館開所

平成24年 3月21日 本郷中学校体育館改築

平成24年 4月 1日 子育て支援センターすくすくハウス開所

平成24年10月20日 ふれあいウォーク開始

平成25年 3月31日 本郷第一小学校閉校

平成25年 3月31日 本郷第二小学校閉校

平成25年 4月 1日 本郷小学校開校

平成25年 4月 1日 本郷児童クラブ室開所

平成25年 4月 1日 本の郷図書館開館

平成25年11月17日 第２５回ふくしま駅伝　町の部優勝

平成26年 9月 30日 左下り観音堂福島県重要文化財指定

平成27年 3月 2日 伊佐須美神社御田植祭が国の選択無形民俗文化財に選択

町民主体の地域づくり

平成27年10月15日 栃木県那須町と友好都市及び災害時相互応援協定締結

平成28年 月 日 宮城県美里町と友好都市協定締結

効率的で効果的な行財政運営

平成24年10月 1日 議会基本条例施行

平成25年 5月31日 福島県優良町村賞受賞

平成27年 4月 1日 新総合行政システムの運用開始
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基本構想 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

〜基本構想〜 
 
１．状況の変化と課題 
 

（１）本町をとりまく状況の変化 
 

①人口減少 

 日本の人口は 2008 年をピークとして、人口減少時代に入り、今後は一貫して人口が減る

と予測されています。これにより、社会経済の縮小、国民の生活水準の低下等が懸念されて

います。 

 本町においても、出生率の低下を始めとした全国的な要因に加え、若年層の恒常的な町外

流出などの要因により、全国を上回る速度で人口減少が進行し、少子高齢化が顕著となって

います。今後、産業や地域コミュニティの担い手の減少といった、地域の活力の低下が懸念

される状況となっています。 

  

②高齢化社会の進行 

 人口減少とともに、今後は高齢化社会が続くと予測されています。高齢者を支える世代が

減少するなか、医療・福祉関係者が連携し、地域全体でお年寄りをサポートする地域包括ケ

アの体制づくりや、健康寿命の増進、さらに、高齢者がいきがいを持ち、社会で活躍できる

環境づくりが求められています。 

 

③都市部への一極集中 

 若者世代をはじめとして、首都圏への一極集中が続いていることにより、地方と都市部の

人口、産業構造の偏りが全国的な課題となっています。これらの解消に向け、地方において

は、自主的な取り組みにより地域特性を活かしたまちをつくることで、人口の流出に歯止め

をかけ、活力を維持し、適正な規模での地域経営を進めることが求められています。 
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（２）町として取り組むべき課題の整理 
 
①町の活力の維持 

 少子化、高齢化が進むなか、地域の活力を維持することを重要課題と捉えています。町民

が安心して住み続けることができるよう、雇用環境の向上のため、既存の産業の支援に加

え、新たな産業につながる取り組みを推進し、子育て支援や高齢者の医療、生活支援といっ

た福祉面の充実が重要です。 

 
②土地の維持管理 

 町域の約 80％は山林、約 17％は農地となっていますが、農業、林業の担い手の減少と高

齢が進んでおり、今後の土地の維持・管理が課題となっております。多様な経営体による農

地の活用や、山林の適正な管理と資源の活用、そして集落・市街地の環境の維持・向上に取

り組み、豊かな環境を未来へ引き継ぐことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③独自の地域づくり 

 地域の特性を活かしたまちづくりを進めることが、今後の地域経営において重要な課題

となります。地産地消の推進や再生可能エネルギーの導入、土地の恵みを活かした新たな産

業の育成や、多様化する住民ニーズに対応した起業の支援、行政サービスと連携した地域内

での助け合いのまちづくりの推進等、創意工夫のもとでの新たな地域づくりの活動が重要

です。 

図—農業従事者数の推移 

（資料：国勢調査） 
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２．まちの将来像 
 

（１）人口推計及び目標人口 
 
 ①推計人口 

  コーホート要因法※を用いて推計をした結果、人口は一貫して減少し、2010 年の

22,737 人から、2020 年（平成 32 年）までに人口が２万人を切り、18,703 人となり、

2025 年（平成 37 年）には 16,711 人と推計されます。この結果は第２次総合計画策定

時に将来人口の見通しに用いた、国立社会保障・人口問題研究所が平成 20 年 12 月に推

計した「日本の市区町村別将来推計人口」における会津美里町の推計人口よりも、人口が

減少することとなります。また、高齢化率については、総人口が減少することから一貫し

て上昇し、2025 年（平成 37 年）には 40％を超える結果となります。 

  人口減少の要因としては、高校を卒業し、進学又は就職する世代の転出率が高くなって

おり、その転出した世代が戻ってきていないことが、大きな要因となっております。また、

若い世代の減少による出生数の低下、高齢化率の高さからの死亡者数の増など、自然減が

大きくなっていることも要因のひとつとなっております。 

 
人口及び高齢化率の推移 

 
 

 
※コーホート要因法：コーホートとは、一定の年代の人口集団のことです。コーホート要因

法は、各年代の人口について、自然増減、社会増減の実績値をもとに

将来人口を推計する方法のことです。 

24,741 
22,737 

20,711 
18,703 

16,711 
30.2% 31.9% 35.1%

39.6%
43.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年

人口及び高齢化率の推移

人口 高齢化率
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②目標人口 

  推計した人口がこのまま推移した場合、人口の減少と高齢化が非常に厳しい状況とな

ることが予測されます。 

  このため、第３次総合計画において、政策・施策及び重点プロジェクトに戦略的に取 

り組むとともに、「会津美里町まち・ひと・しごと総合戦略」と連携した取り組みを推進

し、人口減少に歯止めをかけていきます。 

その対策として、Ｕ・Ｉターンの増加や若年層の転出者に歯止めをかけるため、子ども

の頃から地域の自然や魅力にふれることにより、「地域を誇りに思う心」を醸成し、地域

への愛着心を育てることから始めます。さらには、地場産業や商工業の活性化を図りなが

ら、起業しやすい環境を整え、魅力的な働く場を創出していく必要があります。 

また、国の政策や子育て支援等に積極的に取り組むことにより、合計特殊出生率※の増

を目指します。 

それ以外にも、本町の豊かな自然などの魅力や資源を再確認するとともに、積極的に

ＰＲするなど、多様な取り組みを積極的に実施することにより、 

 

平成３７年の目標人口を １７，０１０人 以上とします。 

 

 
 

 
※合計特殊出生率：ある期間（１年間）の出生状況に着目し、その年における各年齢

（15～49 歳）の女性の出生率を合計したものです。 

20,711 

18,703 

16,711 

18,799 

17,010 

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

平成27年 平成32年 平成37年

推計人口と目標人口

推計人口 目標人口
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（２）まちの将来像 
  

 
 

 

 
 本町は、田園に囲まれた市街地や集落、中山間地の集落がある一方、広大な山林が広がり、

人の営みと豊かな自然が調和したまちです。会津の歴史が始まった土地であり、古くからの

歴史や文化を持つとともに、大沼郡の中心であったことから公共公益施設が立地し、さら

に、会津地方の中心都市である会津若松市に隣接しており、道路網の利便性も高いことか

ら、暮らしやすい生活環境が形成されております。 

 一方で近年は人口の減少、少子高齢化が進み、町の活力が失われつつあります。このよう

な状況のなかで、いま一度、町民が町の資源や環境の良さを見つめ直し、活性化に取り組む

ことにより、町民が誇りの持てるまちづくりを目指します。 

そのため、町の内外から「いいね！」と言われることを目標とし、「まるごと いいね！ 

会津美里」という言葉を将来像として掲げます。 

 そして、将来も町民（人）が生き生きと暮らし、市街地・集落と豊かな自然が調和した魅

力的な環境（花）を維持し、歴史や文化（文化）を発信することにより、魅力的な町になる

ことを願い、また、人口減少に歯止めをかけ、将来の会津美里町に「希望」が持てることを

目指して「人咲き 花咲き 文化輝く 希望あふれる未来へ」という副題を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まるごと いいね！ 会津美里 
〜人咲き 花咲き 文化輝く 希望あふれる未来へ〜 

-10-



 
 

３．将来像を実現する政策の柱 
 
 まちの将来像を実現するため、次の６つの政策の柱を位置づけ、それぞれの政策の目的を

定めるとともに、政策を実現するための手段として施策を位置づけます。 

また、これらの政策の推進体制として、健全な財政のもとでの効果的な行政運営と、町民

の声を反映した施策の実施が重要であることから、「町民に信頼される行政の推進」を、６

つの政策を実現するための基盤として位置づけます。 

 

 政策１ 自然に配慮した環境づくり 
 【政策の目標】自然と調和した、快適で住みやすい環境をつくる 

 
 恵まれた自然環境を、町民共有の財産として認識し、次世代へ引き継いでいくとともに、

自然と調和した快適で住みやすい環境整備を進めます。 
 
 【政策実現のための施策】 

  ①自然・生活環境の保全 

  ②生活基盤の整備 

  ③交通体系の充実 

 

 政策２ 安全で安心な暮らしづくり 
 【政策の目標】町民が災害に遭うことなく、安心して暮らすことができるまちをつくる 

 
 すべての町民が、安全に、安心して暮らすことができるまちづくりを目指します。 

 
 【政策実現のための施策】 

  ①防災・消防体制の充実 

  ②交通安全・防犯体制の充実 

 

 政策３ 健やかで人にやさしいまちづくり 
 【政策の目標】町民が健やかに生活を送ることができるまちをつくる 

 
 子どもからお年寄りまで、町民が地域で健やかに暮らすことができるよう、子育てや医

療、福祉の体制づくりを進めます。また、一人ひとりの人権が尊重され、誰もがいきいき

と社会参加できるまちづくりを目指します。
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 【政策実現のための施策】 

  ①保健体制の充実と医療の確保 

  ②高齢者福祉の充実 

  ③子育て支援の充実 

  ④障がい者福祉の充実 

  ⑤支え合い尊重される社会の実現 

 

 政策４ 元気と賑わいのある産業づくり 
 【政策の目標】就労環境の向上を図るとともに、様々な働き方を実現するまちづくりを進

める 

 
 働く人々の就労環境が向上し、所得が増し、安定した生活ができるよう、活力ある産業

づくりを進めるとともに、様々なニーズに応じた働き方ができる環境づくりを目指しま

す。 
 
 【政策実現のための施策】 

  ①農業の振興 

  ②林業の振興 

  ③観光の振興 

  ④商工業の振興 

 

 政策５ 学びあい未来を拓く人づくり 
 【政策の目標】町民が、生涯にわたって学び、よりよく生きる 

 
 地域の未来を担う子どもたちをみんなで見守り、育てる地域づくりとともに、一人ひと

りが生きがいやこころの豊かさを感じることができるまちづくりを目指します。 
 
 【政策実現のための施策】 

  ①子ども教育の充実 

  ②生涯学習の充実 

  ③生涯スポーツの充実 

  ④地域文化の振興 
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 政策６ 魅力と個性のある地域づくり 
 【政策の目標】町民が主体的に地域づくりに参画できる環境づくりを進め、地域の個性を

活かしたまちをつくる 

 
 地域のことは地域に住む町民自らが考え、主体的な活動ができるような環境づくりと、

人々の交流を通じた、町民主体の地域づくりを目指します。 
 
 【政策実現のための施策】 

  ①地域活動の推進 

  ②多様な交流と連携の推進 

 

 

 

 政策実現のための基盤  

町民に信頼される行政の推進（行政改革大綱） 
 健全な財政運営と町民に信頼される町政運営を基本に、透明性の高い行政経営システ

ムの確立を目指すとともに、「会津美里町みんなの声をまちづくりに活かす条例」をもと

に、町民の行政への参加を積極的に進めることで、まちづくりの課題を町民と行政が共有

し、互いに連携、協力しながら解決を図っていきます。 
 
 【政策実現のための施策】 

 ①健全な財政運営の推進 

 ②効率的な行政運営 

 ③町民参加の推進 
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５．重点プロジェクト（いいね！プロジェクト） 
 
 政策の柱に加えて、各部門が連携して施策を推進すべき重点プロジェクトを位置づけま

す。重点プロジェクトは、それぞれのテーマについて、部門をまたいで戦略的に取り組むも

のとし、町民や事業者、NPO 法人や各種団体との協力・連携のもと、施策を推進するとと

もに、民間活力の積極的な活用を図ります。 

 

（１）元気づくりプロジェクト（人口減少対策） 
 人口の減少を抑えるため、町民の生活を支え、定住や新規居住の推進を図ることが重要で

す。 

地域の豊かな自然環境を活かした住環境や、子育て支援等を進めることで、住み続けたく

なる環境づくりを進めます。 

また、広域連携による魅力ある雇用の場の創出を図るとともに、地域に根ざした産業の振

興、起業支援や、働きやすい環境づくり、後継者対策の充実等により、活気のあるまちの実

現を目指します。 

 

（２）里づくりプロジェクト（環境整備） 
 住みよい暮らしの実現のため、町の特徴である田園、集落環境や山林の保全、活用を推進

し、地域の恵みを活かした魅力の創出を図ります。 

エネルギーの自立や特産品開発等により、地域独自のまちづくりを進め、農地や山林の維

持・管理を行うとともに、新たな雇用の創出へとつなげます。 

また、風景資源や文化財、町並み、伝統芸能を守り育てることで、観光交流を推進し、地

域の魅力の発信を図ります。 

 

（３）人づくりプロジェクト（人材育成） 
 少子化が進むなか、自然学習や農業体験、社会学習等を通して豊かな人間性を育むなどの

次世代を担う子どもの教育の充実や、地域の産業、伝統工芸の担い手の確保など地域活性化

の中心的な役割を果たす若者の育成は、町の重要な課題です。 

 また、高齢者の健康づくりや、子どもから高齢者まで多世代の交流を通して、地域で支え

合うネットワークの実現を目指します。 

 さらに、町民主体となった情報発信や地域間交流の促進に取り組み、地域づくりに携わる

人材の拡大に努めます。 
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６．土地利用構想  
 

（１）基本的な考え方 
 町の土地利用の方針として、都市的土地利用と自然的土地利用の調和を図り、市街地の拡

大を抑制するとともに、自然的土地利用を保全することを基本とします。 

  

（２）エリア別の方針 
①市街地ゾーン 

 高田地域および本郷地域の中心部を、主要公共施設や商業機能、産業機能、居住機能が集

積する地区として位置づけ、市街地環境の維持・向上を図ります。 

 
②田園ゾーン 

 平地を中心としたエリアを田園ゾーンとして位置づけます。特に、散居型の集落構造は本

町の特徴となっており、集落と集落を囲む水田、水路等からなる景観は町の重要な要素であ

ることから、景観および田園環境の維持・向上を図ります。 

 田園ゾーンにおいて新規の土地利用を図る際は、周辺への影響に配慮し、環境の維持に努

めることとします。 

 

③里山・山林ゾーン 

 山間部と街道沿いの集落を、山林・里山ゾーンとして位置づけます。自然環境の保全と、

集落環境、景観の維持・向上を図ることとします。 

 

（３）拠点の位置づけ 
①生活拠点 

 高田地域市街地中心部は、公共施設等の中心的機能を強化するとともに、高田地域の生活

を支える商業等の機能を維持する生活拠点として位置づけます。また、本郷地域市街地中心

部を、地域の生活を支える機能が立地する生活拠点として位置づけ、商業等の機能を維持し

ます。さらに、新鶴駅周辺を新鶴地域の生活拠点として位置づけ、公共公益施設の機能の維

持を図ります。 

 

②産業拠点 

 各工業団地を産業拠点として位置づけ、産業機能の立地、集積を図ります。 
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（４）道路 
 広域幹線道路である磐越自動車道、国道 401 号線、および町域内の幹線道路を、まちの

骨格として位置づけます。各拠点間の連携や、道路環境の向上の観点から、必要に応じて道

路整備の促進を図ります。 

 

（５）水系 
 宮川等の河川や、農業用水路を、町の骨格を形づくる水系として位置づけます。水系の適

正な維持・管理を行うとともに、周辺環境の特性に応じて、親水機能の維持・向上を図りま

す。 
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図―土地利用構想 
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〜総論〜 

 

１．前期基本計画の期間 

  前期基本計画は、平成２８年度を初年度とし、平成３２年度を最終年度とした、５

年間の計画となります。 

   

 

 

 

２．前期基本計画の構成 

  前期基本計画は、「施策別基本計画」、「政策実現のための基盤」及び「重点プロジ

ェクト」で構成されています。 

 

 

   ○施策別基本計画 

     基本構想に基づく２０の施策ごとに、施策の目的や目標、取組みなどを構築し

たもの 

     

   ○政策実現のための基盤 

     健全な財政運営と町民に信頼される町政運営を基本に、施策別基本計画や重点

プロジェクトを実現するために取組むもの 

 

   ○重点プロジェクト 

     基本構想に基づく重点プロジェクトに関する取組みのうち、前期基本計画期間

中に重点的、優先的及び戦略的に取り組むもの 

 

 

 

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

第２次総合計画 基本構想

第２次総合計画 基本計画 第３次総合計画 基本計画（前期）

第３次総合計画 基本構想
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〜施策別基本計画〜 

 

施策別基本計画の考え方 

 基本構想における「会津美里町の将来像」を実現するため、「６つの政策」の手段

である「２０の施策」について、体系に基づき整理したものです。 

 施策別での整理、評価による施策達成度の管理については、第２次総合計画を踏

襲し、町民意識調査等の結果等を用いて、進捗管理を実施していきます。 

 第２次総合計画期間中において、様々な取組みを実施いたしましたが、人口減少

は急速に進んでおり、各施策においては、これら反省点を十分考慮しながら、現状

と課題を整理し、本計画において取り組むべき事項を再構築しております。 

 以下は各施策別基本計画の項目及びその内容となっており、すべての施策をこの

項目により整理しております。 

 

 

１．施策の目的 

基本計画では、すべての施策について評価（行政評価・町民意識調査）の視点を取り

入れ、施策の目的（何をどのような状態にするのか）を明確にするため、「対象」と「意

図」を設定しています。 

【対象】この施策によって働きかける相手（人やものなど）を表します。 

【意図】対象をどのような状態にするのか、またはどのような状態にすべきなのかを

表します。 

 

 

２．現状と課題 

【現状】施策について、本町の特徴や現在の状況を記載しています。 

【課題】基本計画期間を見据えて、解決すべき主な課題を記載しています。 

 

 

３．目標値（成果指標） 

【成果指標】意図の達成度合いを「成果」とします。成果指標は、意図の達成度を測

る指標です。 

【目標値】現状と課題を認識したうえで、基本計画期間内で目指すべき目標値を設定

しています。 
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４．計画期間中の町の主な取組み 

施策の目的及び目標値達成のための、基本計画期間中の町の主な取組み内容と、その

取組みに属する事務事業（主なもの一つ）を記載しています。 

 

 

５．施策の目的達成のための町民等の役割 

  施策の目的を達成するためには、町（行政）の取り組みだけでは限りがあります。町

民の自主的な活動や地域・事業者等の取り組みについて、自助・共助・公助の考え方に

基づき、役割を明確にしています。 
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各施策

１－１　自然・生活環境の保全

１－２　生活基盤の整備

１－３　交通体系の充実

政策１　自然に配慮した環境づくり



指標名

①

②

③

④
町から排出される一般廃棄物の量
（資源ごみを除く）

町内河川の水質汚濁に係る環境基準の
達成率

２・３年前と比べて自然環境が良くなって
いると感じている町民の割合

ｔ 5,688 4,678 減少

目標値（成果指標）

町民 快適で衛生的な環境のもと生活ができる

町民（法人・事業所を含む）

●家庭内の生活排水処理施設の整備普及が進んでいることにより、河川の水質環境は年々改善されて
います。

●家庭や教育施設でも省エネ意識の向上を背景に、太陽光発電システムの設置が進み、自然エネルギー
の活用が図られています。

自然と調和した環境を大切にする意識を持つ

●町民や事業所に対する自然環境保全の啓発

●町民や事業所に対する自然エネルギー活用の促進と支援

【課題】

【現状】

●ごみ減量の推進、適正処理の実施、最終処分量の削減に取り組んでおり、ごみの量は震災以降増加傾
向にありましたが、平成２６年度は減少に転じております。

恵まれた自然に配慮し環境の保全を図る

環境に気をつかった生活をしている町民
の割合

％ 74.8 81.0 増加

●ごみの適正処理の一環として、生活系廃棄物に事業系廃棄物が混入している現状があるが、平成２６
年度の取り組みにより生活系廃棄物の減少が見られます。

●不法投棄の多発地点には監視カメラを設置する抑止活動と、不法投棄物の処理に当っては、県や警察
と連携を図り、適正な処理を行っています。

●ごみ減量に対する意識改革と、更なる資源ごみ回収、分別収集の徹底

●事業所に対する事業系廃棄物の分別と適正処理の指導

●不法投棄しやすい場所の抑止活動の徹底と、投棄させない意識づくり

現状と課題

●町民意識調査の結果から、二酸化炭素の削減や省エネなど自然にやさしい生活をしている町民の割
合が過去５年間で78.8％から74.8％と町民の環境意識の低迷がみられます。

町域

施策　１－１ 自然・生活環境の保全

施策の目的

対象 意図

増加

単位 現状値 目標値 方向性

増加％ 94.7 100

％ 55.5 60.0

施策別基本計画 政策１ 自然に配慮した環境づくり
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町民、団体
山林の所有者（共有を含む）は、自然環境に配慮しな
がら、森林の維持管理に努めます。

①　　③

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 波及する指標取組み

事業所
事業活動により発生したごみは、適正に分別処理する
と共に、再資源化に努めます。

④

町民、事業所
自然環境を保全する必要性を認識し、環境保全の取
組みに協力します。

②　　③

町民、事業所
地球温暖化防止のため、二酸化炭素の削減や省エネ
ルギー化に取り組みます。

②　　③

町民
リサイクルや再生利用等を心がけ、ごみを出さない工
夫をするなど、ライフスタイルの転換を図ります。

④

廃棄物の減量等推進に関する重要事項について、調査審議するための審議
会を設置し、会津美里町一般廃棄物処理計画を策定し、ごみ等の適正処理に
努めます。
また、省エネルギーの取組みの一環として、ごみの排出抑制、再使用、再生利
用などの啓発活動を通してライフスタイルの転換を図ります。

廃棄物減量等推進事業

【目標値設定の根拠等】

①調査全箇所での環境基準値の達成を目標とする

②町民意識調査結果の地域別で最も高い本郷地域（81.1％）を目安に81.0％を目標とする

③町民意識調査結果の地域別で最も高い本郷地域（60.3％）を目安に60.0％を目標とする

④成行値は人口減少により一定程度減少するが、分別やリサイクルの徹底により、さらに減少を図る

主な事務事業

環境に関する出前講座の開催や広報誌等による啓発活動により、 地球温暖
化の防止及び環境保全意識の高揚を図ります。
また、二酸化炭素削減の取組みの一環として、自然エネルギーを利用した太
陽光パネルの設置などに対し、支援を行います。

環境対策事業

家庭から排出される一般廃棄物について、円滑に収集を実施するため、収集
日や分別方法を定め周知するとともに、適正にかつ確実に収集運搬を実施
することにより、生活環境の保全に努めます。
また、事業所については、一般廃棄物の分別の徹底を指導するとともに、適
切な処分について助言を行います。

廃棄物収集運搬事業

取組み内容

計画期間中の町の主な取組み
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町域 生活に必要な基盤が整う

施策　１－２ 生活基盤の整備

施策の目的

対象 意図

●公園の適正な利活用及び維持管理に関する町民又は関係団体等との協力体制の構築

現状と課題

【現状】

●町民意識調査の結果からは、住んでいる地域において生活に必要な基盤が整っていると考える町民
の割合は約５９％であり、半数以上の町民が、生活に必要な基盤が整っていると判断しています。

●都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラン）は、旧会津高田町及び旧会津本郷町にお
いて策定されていましたが、合併後、会津美里町においてはまだ策定されていません。

●公園については、新たな整備は行っておらず、既存の公園の維持管理に重点を置いた取組を行ってい
ます。

●町営住宅については、一部の施設で老朽化による居住性の低下や耐震等の問題から、長期的に活用
するための修繕や建て替えが必要となっています。

●適正な管理がなされていない空家が増加し、環境・景観又は防災・防犯等の面で問題となっています。

●上水道事業については、経年劣化による老朽管が多く存在し、漏水の原因となっており、耐震性の確保
や水道水供給の安定性確保、有収率の向上を図るため、更新が必要な状況になっています。

【課題】

●都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラン）の策定及び方針に基づく取組

●汚水処理人口の普及率については、公共下水道事業、合併処理浄化槽設置整備事業により毎年向上し
ているものの、景気低迷等により接続率が伸び悩んでいる状況にあります。

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●町営住宅長寿命化計画に基づき町営住宅の居住性と安全性を向上させるための取組、耐用年数を経
過した老朽住宅居住者に対する住替えの促進

●空き家の適正管理の推進、危険空き家等の対策

●上水道施設の老朽管更新事業計画の策定と更新工事の実施

目標値（成果指標）

●公共下水道事業計画に基づいた整備事業の早期完成と合併処理浄化槽の普及促進

●公共下水道又は農業集落排水処理施設への接続促進

増加

①
住んでいる地域において生活に必要な
基盤が整っていると考える町民の割合

％ 59.3 62.0 増加

② 汚水処理人口普及率 ％ 65.0 72.8

施策別基本計画 政策１ 自然に配慮した環境づくり
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【目標値設定の根拠等】

①年0.5％程度の上昇を見込み、62％を目標とする

②公共下水道計画整備区域の早期完成と合併処理浄化槽の普及促進により72.8％を目標とする

計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業

都市計画制度に基づく適切な土地利用、建築物等の建築又は広告物等の設
置に関して、町民・事業所等に対して法令等に基づく規制管理を行なうとと
もに、空き家等の適正に管理されていない民間建築物に対し適切な助言・指
導を行い所有者等による適正管理を推進します。

都市計画事業

公園等の利用者が安全快適に使用できるよう適正な維持管理を行ないま
す。
住宅困窮者に対し、所得に応じた低廉な家賃で住宅を供給するとともに、町
営住宅長寿命化計画等に基づき、長期に亘って良好な住宅を維持するため
修繕・改築等の適切な維持管理を行ないます。

公園管理事業

水質基準に適合する安全な水を供給するため定期的な検査を継続するとと
もに、耐震性の確保や老朽菅等の更新工事を計画的に実施します。

老朽管更新事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

公共下水道、農業集落排水事業への接続及び合併処理浄化槽の設置を促進
するとともに、公共下水道事業計画に基づいた整備事業及び適正な維持管
理を行ないます。

公共下水道施設整備事業

町民・事業所
景観や周辺環境に配慮し、法令に基づく適正な建築
を行なうとともに、自己の所有する建築物等の適正
な管理を行ないます。

－

町民
公園、町営住宅、情報通信施設等公共の施設を自らの
財産と受け止め、適切に利用するとともに、維持管理
に協力します。

①

町民
上下水道への加入・接続及び合併処理浄化槽の設置
を行い、水の適切な利用と処理に努めます。

②
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施策　１－３ 交通体系の充実

施策の目的

対象 意図

●経年劣化による道路や橋梁の老朽化が問題になってきています。

●公共交通の利用者が年々減少している状況にあります。

●高齢者や学生など、運転免許を持っていない人の日常生活を支える移動手段として、公共交通は不可
欠なものとなっています。

【課題】

町民 便利に移動できる

現状と課題

【現状】

●道路については、町民意識調査の結果から、幅員が狭く歩道が確保されていないといった点に不便を
感じている町民が多いという状況にあります。

町域 移動できる交通体系が整う

●道路の幅員及び歩道の確保

●道路や橋梁の適切な維持管理

●公共交通の利用促進

●実際の利用や利用者ニーズに合わせた公共交通体系についての検討

目標値（成果指標）

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

減少

②
公共交通での移動に日常的に不便を感じ
る町民の割合

％ 13.3 11.8 減少

①
町内の道路での移動に不便を感じている
町民の割合

％ 29.7 27.0

【目標値設定の根拠等】

①町民意識調査結果の地域別で最も低い新鶴地域（27.0％）を目標とする

②町民意識調査結果の地域別で最も低い高田地域（11.8％）を目標とする

施策別基本計画 政策１ 自然に配慮した環境づくり
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計画期間中の町の主な取組み

主体（誰が） 取組み 波及する指標

取組み内容 主な事務事業

良好な道路交通環境を確保・維持するため、道路や橋梁等を修繕計画に基
づき補修・改修を行い、町民の道路交通の利便性・安全性を確保します。また
冬期間の降雪時の交通障害を解消し、道路交通の安全を確保するため、町
道等の除雪を行ないます。

道路維持管理事業

利用者のニーズに合わせた公共交通体系を関係機関と連携し検討するとと
もに、公共交通事業者を支援し、PR等を通じて公共交通の利用促進を図りま
す。

デマンド交通システム運行事業補助金
交付事務

施策の目的達成のための町民等の役割

町民
道路等の公共の施設を適切に利用するとともに維持
管理に協力します。

①

事業所
利用者のニーズを的確に把握し、安全性を確保しなが
ら、利用しやすい公共交通の運行に努めます。

②

-27-



1

ID0278
四角形

ID0278
四角形



各施策

２－１　防災・消防体制の充実

２－２　交通安全・防犯体制の充実

政策２　安全で安心な暮らしづくり



施策　２－１ 防災・消防体制の充実

施策の目的

対象 意図

●地域住民の高齢化や過疎化により、消防団員の担い手が不足するなど、地域の消防力の低下が懸念
されています。

●災害発生時に支援が必要となる災害時要援護者への支援や、地域での防災力の強化に向けた防災組
織等の育成が必要となっています。

●町内全域に防災情報システム設置は完了しているものの、放送内容が聴き取りにくい地区がありま
す。

【課題】

町民 災害発生時に迅速に対応できる

現状と課題

【現状】

●平成２３年に発生した東日本大震災の影響もあり、防火・防災に対する認識度合いは高まっています。

町民 災害の被害に遭わない

●消防団員の確保及び再編成

●自主防災組織の育成強化

●関係機関の連携による高齢者等の避難支援体制の整備

●聴き取りにくい地区に設置した防災情報システムの調整及び補完対応

目標値（成果指標）

●消防団員の訓練等への参加による消防技能の向上

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

減少抑制

② 自主防災組織の組織数 組織数 5 20 増加

① 消防団員数の確保 人 878 830

27.6 33.0 増加③
災害等の発生に対する備えができている
割合

％

④
訓練により消防技能が向上した消防団員
の割合

％ 62.8 68.0 増加

施策別基本計画 政策２ 安心で安全な暮らしづくり
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【目標値設定の根拠等】

①過去5年間で平均15人程度減少しており、減幅を半分程度に抑制する数値を目標とする

②毎年2地区程度の組織設立を目標とする

③町民意識調査結果の過去の結果で最も高い27.6％から約5％増を目標とする

計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業

④毎年1％程度の増加を目標とする

検閲、幹部大会、出初式等の式典及び消防団活動に必要な各種訓練を実施
し、災害時において被害を軽減するため、的確な行動が行えるよう訓練を実
施するとともに、団員の確保に努めます。
また、災害発生など必要に応じ、消防署、自主防災組織等との連携を図りま
す。

消防団員活動事業

有事の際に必要となる機器の保守をするとともに、施設、器具について必要
に応じ更新を実施し、被害を軽減できるように努めます。

消防施設維持管理事業

消防団員の高齢化や減少地域を中心に、自主防災組織数を増やしつつ地域
防災力の向上に努めます。

自主防災組織支援事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

町民
災害の発生に備え、被害の防止や避難の準備に努め
ます。

③

町民
火災予防に取り組むとともに、火災発生に備え初期消
火等の準備を行います。

③

事業所
災害発生時には、行政と連携し、避難誘導及び復旧に
取り組みます。

①　　②

町民
地域が行う災害訓練や火災予防活動に積極的に参加
します。

①　　②　　③

地域（自治区等）
地域の防災体制を構築するとともに、地域内の一人
暮らし・高齢者世帯を把握し、災害時に避難支援を行
います。

①　　②　　③
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③犯罪件数は下げ止まりつつあるが、過去４年間の減少数（３８件）の半数（△１９件）を目標とする

④町民の防犯意識は過去５年間で最大となっているため、これを維持することを目標とする

78 59

【目標値設定の根拠等】

①過去5年間で８件減少しており、同程度減少する数値を目標とする

②過去５年間における最大の返還者数（平成２４年度の実績値）を目標とする。

減少③ 犯罪の発生件数 件

維持④
防犯に気を使った生活をしている町民の
割合

％ 85.2 85.2

減少

② 運転免許証の自主返納者数 人 62 89 増加

① 交通事故（人身事故）の発生件数 件 33 25

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●町民への交通安全教室の開催及び交通安全施設の整備

●高齢者を対象とした運転免許証の自主返納の促進

●空き巣や車上狙いの防止を目的とした巡回活動や注意喚起

●消費者問題に対応するための相談窓口の充実

目標値（成果指標）

【現状】

●交通事故（人身）は平成２６年度で３４件と減少傾向にはあるものの、高齢者による事故の割合は増加し
ております。

●平成２６年度の犯罪は７８件発生しており、減少傾向にはあるものの、更なる防犯活動への取り組みが
必要となっております。

●平成２６年度の電話等による巧妙な詐欺は、町内でも３件発生し、県内では倍増している状況にありま
す。

【課題】

町民 交通事故・犯罪に遭わない

町域 交通事故・犯罪の予防が施されている

現状と課題

施策　２－２ 交通安全・防犯体制の充実

施策の目的

対象 意図

施策別基本計画 政策２ 安心で安全な暮らしづくり
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地域の防犯意識の高揚を図るため、警察署や関係機関と連携し、夜間や祭
礼等での巡回指導を実施します。
犯罪等を抑制するため必要となる防犯灯については、更新にあわせ設置場
所の適正化を図るとともに、その長寿命化を図ります。

防犯対策事業

交通安全への意識の高揚を図るため、通常より警察署、交通関係団体と連携
し、交通安全意識の啓発に努め、交通事故の撲滅を目指します。
特に、児童生徒を対象とした小中学校での交通教室については、交通教育専
門員の協力により実施するなど、地域や学校等と連携した教育環境を整備し
ます。

交通安全街頭指導事業

高齢の運転手が事故を起こすケースが増加傾向であることから、高齢者を
対象とした運転免許証の自主返納の取組みを行います。

運転免許自主返納支援事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

地域、事業所
交通安全活動、防犯活動を行うとともに、犯罪をおこ
しにくい環境づくりを推進します。

①　　②　　③　　④

町民
交通事故防止のため、各種法令や交通マナーを遵守
します。

①　　②

町民
犯罪に遭わないよう自らの身の回りに気を付けて生
活するよう努力します。

③　　④

町民
地域等が実施する交通安全活動、防犯活動に積極的
に協力します。

①　　②　　③　　④

計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業
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各施策

３－１　保健体制の充実と医療の確保

３－２　高齢者福祉の充実

３－３　子育て支援の充実

３－４　障がい者福祉の充実

３－５　支え合い尊重される社会の実現

政策３　健やかで人にやさしいまちづくり



50.2 60.0 増加③ 特定健康診査受診率 ％

増加

②
この地域で子育てをしたいと思う親の割
合

％ 95.4 100.0 増加

①
施策「3-1保健体制の充実と医療の確保」
に関する満足度

％ 66.5 72.0

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

目標値（成果指標）

●特定健診、各種検診の受診率は伸び悩んでおり、目標値に及ばない状況にあります。

●特定保健指導の実施率が県平均より低い状況にあります。

●核家族の増加や社会状況の変化により、育児に不安をかかえる家庭が増加しています。

●こころの健康についての相談案件が増加しています。

●救急医療体制の確保が困難な状況にあります。

【課題】

●生活習慣病の予防と健康増進についての意識向上

●健（検）診受診率の向上

●保健指導の実施率向上と健康教育の充実

●母子保健事業の充実と育児不安の軽減

●精神保健事業の充実

●地域医療体制の充実

●生活習慣病による死亡率が県平均より高く、医療費も増加傾向にあります。

施策　３－１ 保健体制の充実と医療の確保

施策の目的

対象 意図

町民 健康の維持増進を図る

現状と課題

【現状】

施策別基本計画 政策３ 健やかで人にやさしいまちづくり
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子どもを安心して産み育てるために、妊婦の健康管理や子どもの発育・発達
を支援し、子育て不安の解消を図り、健やかな子育環境の整備に取組みま
す。
生涯にわたる健康な心身の基盤をつくるため、関係機関等の連携により、子
どもたちの健康づくりを推進します。

乳幼児健康診査・相談事業

町民
健康や疾病について相談できる「かかりつけ医」を持
つように努めます。

①　　③

地域（団体、事業者）
行政、関係機関等と連携し、町民の健康づくりを支援
します。

①　　③

町民
乳幼児健康診査・健康相談の重要性を認識し、子ども
の健康管理や子育てしやすい環境づくりに努めます。

②

各関係機関等との連携により、地域の健康づくり、医療体制の確保に努めま
す。

地域医療整備事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

町民
自分の健康や生活習慣を見直し、自主的な健康づくり
に取り組みます。

①　　③

いきいきとした毎日の暮らしと疾病の予防をめざし、生活習慣の改善や健
診、保健指導等を通じ、町民の自主的な健康づくりを支援します。
こころの健康についての正しい知識の普及啓発に努め、地域社会とのよりよ
い関係の構築に取組むとともに、相談体制の充実に努めます。

特定健康診査等事業

【目標値設定の根拠等】

①町民意識調査結果の地域別で最も高い本郷地域（71.4％）を目安に72.0％を目標とする

②現状値で国の目標値である95.0％を既に満たしているため、それを超える100％を目標とする

③市町村国保の目標値である60％を目標とする

計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業
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2,384 3,240 増加③ 認知症サポーターの数 人

減少

② 要介護の高齢者の割合(要支援を除く) ％ 17.1 18.2 増加の抑制

①
日常生活で不安や悩みがある高齢者の
割合

％ 60.7 51.0

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

目標値（成果指標）

●平成25年度に実施した「日常生活圏域ニーズ調査」の結果では、介護・介助を必要としている方が全体
の17.6%となっており、85歳以上では約半数の人が介護・介助を必要としています。

●高齢者の生活を支援するため、老人福祉施設や老人保健施設の充実を含め、介護保険事業の安定的
運営を図りながら、医療と介護の更なる連携が必要となっています。

●介護を必要とする人、高齢者やひとり暮らしの世帯、高齢者夫婦のみの世帯が増加傾向にあり、介護
サービスの利用が増大しています。

●高齢化率は今後も上昇するものと推計され、高齢者の独居世帯や高齢者のみの世帯も増加傾向にな
ると想定されるため、高齢福祉サービスの事業費の増加が見込まれます。

●「福島県一認知症に優しい町」を目指しており、認知症になっても安心して生活していくことのできる
支援体制の充実が求められています。

【課題】

●地域おける高齢者に対するサポート体制の強化

●介護予防の推進

●地域包括ケアシステムの充実

●在宅医療の充実及び在宅医療と介護の連携による継続的な支援体制の整備

●高齢者福祉サービス体制の確保及び充実

●介護施設の充実

●認知症施策の推進

●町民意識調査の結果からは、日常生活で不安や悩みがある高齢者の割合が60.7%となっています。

施策　３－２ 高齢者福祉の充実

施策の目的

対象 意図

高齢者 安心して暮らせる

現状と課題

【現状】

施策別基本計画 政策３ 健やかで人にやさしいまちづくり
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施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

地域(事業所)
近所のひとり暮らし高齢者などへの見守りに努め、行
政、社会福祉協議会、民生委員等と連携し、高齢者の
生活への支援に努めます。

①

町民・地域
近所の高齢者とのつきあいを深め、日常生活の中で
の見守りに努めます。

①　　③

町民
高齢者は、自身の自立生活のために積極的に社会参
加を行うとともに、要介護状態にならないよう予防う
んどう等に取組みます。

①　　②

高齢者安否確認事業

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制の整備に努めます。
また、高齢者の生活機能の維持向上を図るため、高齢者のうんどう習慣化を
図り介護予防事業の強化に努めます。

地域介護予防活動支援事業

「福島県一認知症に優しい町」を目指し、認知症の早期発見、早期治療、ま
た、認知症になっても安心して生活していくことのできる体制作りや認知症
サポーターを養成することなどで正しい知識の普及等啓蒙、啓発事業に取
組みます。

介護予防普及啓発事業(認知症予防教
室)

関係機関と連携を図りながら、見守り活動を行い、高齢者が安心安全に生活
を送ることができるよう在宅福祉サービスの充実を推進します。

③平成27年6月30日現在人口(約21,600人)の15%を目標とする

計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業

【目標値設定の根拠等】

①町民意識調査結果の過去の結果で最も低い（51.1％）を目安に51.0％を目標とする

②成行値としては、18.9％まで増加が予測されるが、18.2％まで抑制することを目標とする
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増加

②
児童クラブの対象年齢の拡大が完了した
児童クラブ数

ヶ所 0 4 増加

①
子育てしやすい環境（育児や保育など）
のまちだと思う人の割合

％ 71.3 76.0

【目標値設定の根拠等】

①町民意識調査結果の現状値よりも5％増加を目標とする

②小学校４年生以上の学童保育が、４ヶ所全ての児童クラブで行われることを目標とする

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●さくら・ひまわり保育所の統合並びに認定こども園化

●新鶴幼稚園の改築並びに本郷・新鶴地域幼児施設の認定こども園化

●子育て支援センターの充実

●児童クラブの対象年齢の拡大

目標値（成果指標）

【課題】

子育てをする人 安心して子どもを育てることができる

現状と課題

【現状】

●子ども達の健やかな育ちと子育てを社会全体で支援する環境づくりに取り組んでいます。

●子育てと仕事の両立を支援するため、町立保育所が４ヶ所・町立幼稚園が２ヶ所（うち幼保一体型施設
２ヶ所）、私立幼保連携型認定こども園が１ヶ所ありますが、宮川小学校区には幼稚園がありません。

●核家族化の進行と親の共働き世帯の増加により、特に３歳未満児の保育所への入所希望が増加傾向に
あります。

●新鶴幼稚園施設が老朽化しています。

●子育て支援センターでは、ひろば事業や一時保育等を行いながら子育て相談や親同士の交流の機会
を提供しているとともに、ホームスタート事業やファミリーサポート事業に取り組んでいますが、一時保育
の０歳児の受け入れの要望がでています。

●４年生以上でも学童保育の希望があります。

●多子世帯に対する保育料の軽減を行っています。

施策　３－３ 子育て支援の充実

施策の目的

対象 意図

施策別基本計画 政策３ 健やかで人にやさしいまちづくり
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取組み内容 主な事務事業

宮川小学校区での乳幼児数の減少、幼児施設の老朽化、幼稚園がない等の
現状を踏まえ、より利用しやすい施設の整備を図るため、さくら・ひまわり保
育所の統合・認定こども園化を進めます。

宮川こども園(仮称)整備事業

新鶴幼稚園の老朽化に伴い、施設を改築するとともに、本郷・新鶴地域幼児
施設の認定こども園化を進めます。

新鶴幼稚園改築事業

町民
地域全体で子どもを育てるという認識を持つよう努
めます。

①

子育て支援センターで実施しているひろば事業やファミリーサポート事業な
どの取り組みを継続するとともに、一時保育の対象年齢拡大等の町民ニー
ズの高い子育て支援サービスの向上に努めます。

子育て支援センター運営事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

安心して子育てできる環境を整えるため、児童クラブの対象年齢拡大等を
図ります。

児童クラブ運営事業

親 親としての自覚と責任を持って子育てを行います。 ①

計画期間中の町の主な取組み
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【目標値設定の根拠等】

①過去の利用実績を基本に、増加率13％を目標とする

②過去の利用実績を基本に、増加率９％を目標とする

増加

② 就労継続支援事業の利用者数 人 67 73 増加

①
障害者総合支援法によるサービス利用者
数

人 3,263 3,680

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●障がい者のニーズを踏まえ、制度やサービスに関する情報を提供し、日常生活の中で地域住民が協力
できる体制づくり

●就労支援の充実、事業所の理解促進

●施設のバリアフリー化

●障がい児に配慮した支援体制の充実

目標値（成果指標）

●共同生活援助、就労継続支援サービスの利用が増加傾向にあります。

●道路の段差解消や公共施設等のバリアフリー化が進んでいない状況にあります。

●親の高齢化により、将来の生活に不安を抱えている人が増加しています。

●障がいのある子どもたちの個性と能力を伸ばすことができる教育を進めていくため、保育所・幼稚園・
学校等において障がい児の受入れを行っています。

【課題】

●障がい手帳所持者の人口に占める割合は約8％で、その内、障がい福祉サービス利用者は、約9％と
なっております。

施策　３－４ 障がい者福祉の充実

施策の目的

対象 意図

障がい者 自立して暮らせる

現状と課題

【現状】

施策別基本計画 政策３ 健やかで人にやさしいまちづくり
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障がい者
自立した生活を行えるように、福祉サービスの適切な
利用に努めます。

①　　②

町民
障がい者を正しく理解、尊重し社会参加への協力、支
援に努めます。

①　　②

事業所
関係機関と連携し、障がい者を正しく理解、尊重し雇
用環境の向上に努めます。

①　　②

福祉サービス事業者
障がい者の自立した生活を支える、在宅サービス及
び施設サービスの安定供給を行います。

①　　②

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

取組み内容 主な事務事業

福祉・保健・教育などの関係機関及び福祉サービス事業者と連携し、総合的
な相談支援体制の強化、障がいのある子どもの支援体制の確保、福祉サー
ビスの充実を図ります。また、福祉的就労の場の提供、事業所への働きかけ
などを行い、就労の促進を図ります。

自立支援給付事業

障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う、地域の特性や利用者の能力及び適正に応じた支援を効率的・効果的に実
施できるよう努めます。また、施設のバリアフリー化や福祉サービスに関す
る情報提供に努めます。

地域生活支援事業

計画期間中の町の主な取組み

-39-



町民(法人・事業所も含む）
互いに支え合い、自立して暮らすことが出来、誰もが
社会の中で等しく尊重される。

●事業所に対する啓発活動

【目標値設定の根拠等】

②町民意識調査結果の過去５年の上昇率が2.5％であり、今後５年間の上昇率（3.0％）を目標とする

②町民意識調査結果の過去の結果で最も低い（10.0％）を目標とする

増加

② 人権を侵害されたことがある割合 ％ 13.0 10.0 減少

①
必要な時に隣近所など地域で支えあって
生活している町民の割合

％ 63.5 67.0

●多様化する人権問題に対応した町民への啓発活動

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

施策　３－５ 支えあい尊重される社会の実現

施策の目的

対象 意図

現状と課題

【現状】

●少子高齢化や核家族化の進行により、これまで家庭で行われてきた子育て力や介護力が低下してき
ています。

目標値（成果指標）

●町民同士のつながりの低下や高齢化の進展、ひとり暮らしの増加などにより、日常生活で隣近所など
地域での手助けを必要としている方のうち、約37％の方が手助けを受けていない状況にあります。

●人権に関する定期的な相談会の開催や、人権教育などを実施していますが、町民意識調査の結果、人
権を侵害されても約26％の人がどこにも相談しない状況にあります。

●町民意識調査の結果、「習慣やしきたり」による男女の不平等感を感じている人の割合が、平成24年度
から変わらず3割近くとなっており、男女共同参画の意識の浸透が図られていない状況にあります。

【課題】

●町民と町、関係機関、団体等の連携による地域福祉推進の体制づくり

●個人情報を保護しながら支援が必要な人を発見し、対応できる仕組みづくり

●人権に関する相談窓口の充実

●虐待防止のネットワーク強化

施策別基本計画 政策３ 健やかで人にやさしいまちづくり
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事業所
一人ひとりの人権を尊重した職場環境の整備を行い
ます。

②

地域
地域住民の交流の機会を設けたり、人権侵害の防止
と早期発見に努めます。

①　　②

事業所
町やボランティア団体等の活動について、従業員への
情報提供に努めるとともに、情報交換や連携を図りま
す。

①

町民
地域の活動に参加するとともに、日頃から身近な相談
相手を作っておくよう努めます。

①

町民
人権について理解を深め、一人ひとりの人権を尊重し
ます。

②

家庭・職場・地域社会・学校等あらゆる場において、男女共同参画の視点を反
映させた取組みや環境整備が図られるよう情報提供や活動支援に努めま
す。

男女共同参画推進事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

取組み内容 主な事務事業

町民同士では支えきれない悩みや問題に対応するため、社会福祉協議会や
民生児童委員などの関係機関と連携し、地域福祉推進の体制づくりに努め
ます。

社会福祉協議会補助金交付事務

町民・家庭・事業所など、それぞれの立場でお互いの人権を尊重しあう社会
へ向けての継続的な人権啓発活動と、人権の重要性や人権を正しく理解し
てもらうための人権教育の推進や、相談窓口の充実を図ります。

人権啓発活動活性化事業

計画期間中の町の主な取組み

「会津美里町地域見守りネットワーク事業」や「虐待防止ネットワーク事業」の
充実を図り、関係機関との情報共有や、見守り活動を行い権利擁護に努めま
す。

虐待防止に関する事務事業
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各施策

４－１　農業の振興

４－２　林業の振興

４－３　観光の振興

４－４　商工業の振興

政策４　元気と賑わいのある産業づくり



増加③ 農業総収入 千円 4,905,456 5,155,000

増加

② 農業振興地域内の耕作放棄地 ｈａ 92 92 維持

① 認定農業者数 経営体 235 276

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

目標値（成果指標）

●農業従事者の高齢化や後継者不足により、集落の維持や農地の荒廃が懸念されます。

●認定農業者数は増加しています。

●原子力発電所事故により飛散した放射性物質によるさまざまな影響があります。

●環境の変化により今まで出没しなかった地域に有害鳥獣の被害が拡大しています。

【課題】

●クマやイノシシなど有害鳥獣被害への対策の強化

●水稲栽培の効率化や複合経営化の推進

●農地の保全及び耕作放棄地の解消と発生防止

●新規参入者・担い手に対する支援及び営農経営資金の斡旋・援助の推進

●六次産業化の支援

●原子力発電所事故に起因する農畜産物の風評への対策

●水稲栽培が主体であるため米価下落等による農業経営への影響が大きくなっています。

施策　４－１ 農業の振興

施策の目的

対象 意図

農地 保全される

農業者（個人・組織） 安定した農業経営がなされる

現状と課題

【現状】

施策別基本計画 政策4 元気と賑わいのある産業づくり
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団体（ＪＡ等） 農業生産を支援します。 ①　　②　　③

団体（地域） 農村コミュニティの維持管理に努めます。 ①　　②　　③

農業者 農地を活用し農産物を生産します。 ①　　②　　③

農業者 農地の保全に努めます。 ①　　②　　③

町の基幹産業である農業へ新たに就農する場合や地域の担い手として意欲
ある農業者を支援します。

農業担い手支援事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

安定した農業経営がなされるために、水稲栽培効率化に向けた方策の構築、
経営体に応じた望ましい複合経営の提示、需要に応じた有利な営農経営資
金を斡旋します。

がんばる農業応援事業

取組み内容 主な事務事業

農業所得の向上を図る方策の一つとして、農産物に付加価値を付け加工・販
売する六次産業化に取り組む農業者を支援します。

六次産業化支援事業

農地の利用状況調査を行い、耕作放棄地を確認すると共に所有者等の意向
調査を実施し、再生作業への取り組みを担い手農家に仲介するなど農地の
集積化を図ります。

耕作放棄地解消事務

計画期間中の町の主な取組み

【目標値設定の根拠等】

①Ｈ28までの増加分以降は、毎年２経営体の増加を目標とする

②成行値としては増加が予想されるが、継続的な再生作業に取り組むことで現状維持を目標とする

③成行値としては減少が予想されるが、毎年１％の増加を目標とする
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施策　４－２ 林業の振興

施策の目的

対象 意図

●木材価格の低迷や林産物の価格が安く、生産意欲が低下している状況にあります。

●モニタリング検査の負担から特用林産物の生産・出荷が減少傾向にあります。

【課題】

森林施業者 森林施業が順調に行われている

現状と課題

【現状】

●森林の「所有者が分からない」「林業に興味がない」「境界が定まらない」ことにより、森林が荒れ整備
が進まない状況にあります。

特用林産物 円滑な生産及び流通が行われている

●森林の所有者や境界の整備

●林業施業者の作業効率を上げるため補助事業を活用した施設や機械の整備

●森林資源（間伐材など）の活用

●モニタリング検査の簡素化

目標値（成果指標）

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

増加

② 生しいたけの生産量 ｋｇ 67,041 67,100 維持

① 森林保全を目的とした施業面積 ｈａ 220 242

【目標値設定の根拠等】

①現状値の１０％増を目標とする

②成行値は減少が予測されるが、意欲ある生産者の育成支援により現状維持を目標とする

施策別基本計画 政策4 元気と賑わいのある産業づくり
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計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業

木材の需要の拡大、効率的な地域材の生産・供給体制の構築のため、木材加
工流通施設の整備や高性能林業機械の導入等を支援します。

森林整備加速化・林業再生事業

特用林産物の生産環境整備や生産技術について関係機関と連携を図りな
がら意欲ある林業者を支援します。

特用林産物振興支援事業

森林所有者等による施業の集約化や森林施業の実施に不可欠な森林情報
の収集、所有者との合意形成、境界確認等の地域活動について支援します。

森林整備地域活動支援交付金

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

生産者 特用林産物の出荷に伴うモニタリング検査の行なう ②

事業所 林業事業に係る施設や機械の整備 ①

町民・団体・事業所 森林所有者、境界の確定 ①
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●観光資源の磨き上げが十分でない状況にあります。

施策　４－３ 観光の振興

施策の目的

対象 意図

観光客 多くの方が町に訪れる

現状と課題

【現状】

町民 おもてなしの心が醸成されている

目標値（成果指標）

●観光客にアピールする商業施設や宿泊施設等が十分でない状況にあります。

●広域観光連携事業では訪日外国人受入に力を入れているところですが、本町における実績は把握で
きていない状況にあります。

●観光情報の発信が不足している状況にあります。

●観光ガイドのニーズは増加傾向にありますが、育成等が十分でない状況にあります。

●温泉施設の耐用年数到達年は、新鶴温泉健康センターが平成３３年、ほっとぴあ新鶴が平成４３年、高
田温泉あやめの湯及び本郷温泉湯陶里が平成３７年となっています。また、温泉の運営は、原油価格の上
昇等に伴う光熱費の増加や消費税率改定以降の入館者数の減少などにより、厳しい状況にあります。

【課題】

●観光資源の整理及び新たな資源の磨き上げ

●観光客受入体制の整備及び周辺市町村との連携推進

●訪日外国人受入体制の整備及び誘客事業の推進

●情報発信媒体活用による適時的確な観光情報の発信

●観光ガイドの育成及び町民参加の促進

●会津美里町温泉施設利活用処分方針等に基づく温泉施設等の整理統合

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

増加

② 観光ガイドの回数 件 56 70 増加

① 観光客数 万人 205 210

38,067 41,900 増加③ 観光案内件数 件

施策別基本計画 政策4 元気と賑わいのある産業づくり
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【目標値設定の根拠等】

①着地型観光を目指し、毎年１万人程度観光客の増加を目標とする

②ガイド数を増やすなどの強化策を実施し、年間約2件の増加を目標とする

③現状値から、毎年約2％増を目標とする

計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業

観光資源の整理及び新たな資源の磨き上げを行い、町の魅力について常に
情報を発信すると共に、観光ガイドの育成や町民参加を促進し、観光客受入
体制の充実を図ります。

観光対策事業

観光情報発信や受け入れ体制について、周辺市町村等との連携を強化しな
がら、訪日外国人受入体制の整備を含めた誘客事業を進めます。

観光誘客事業

施策の目的達成のための町民等の役割

温泉等の施設を適切に管理するとともに、会津美里町温泉施設利活用処分
方針等に基づく温泉施設等の整理統合を進めます。

温泉施設等整備事業

主体（誰が） 取組み 波及する指標

団体・町民
観光イベントや観光ガイド活動等に参加すると共に、
おもてなしの心で迎える仕組みづくりに努めます。

①　　②　　③
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●経営者の高齢化が進み後継者不足が顕在化しており、商店街機能の低下が懸念される状況にありま
す。

施策　４－４ 商工業の振興

施策の目的

対象 意図

雇用を希望する人 雇用される　

商工業者 安定した経営がなされる

現状と課題

【現状】

目標値（成果指標）

●当町の就業構造は、（2010国勢調査）第１次産業が18.0％第二次産業が26.1％第三次産業が55.7％分
類不能0.20％という現状であります。

●会津地域の有効求人倍率の平成１３年度から平成22年度までの10年間平均では、0.54倍だったもの
が、震災以降平成２３年度0.63倍、平成２４年度0.91倍、平成25年度0.94倍、平成２６年度1.14倍と大きく改
善しています。これは、復興事業に起因するところが大きいものと考えられます。

【課題】

●商店街機能の維持充実

●後継者育成及び事業承継

●雇用環境の維持

●起業の支援

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

増加

②
ハローワーク会津若松管内の有効求人倍
率

倍 1.09 1.00 減少の抑制

① 製造品出荷額等 百万円 18,840 20,393

【目標値設定の根拠等】

①国の経済成長率と同様の年２％増加を目標とする

②復興関連事業の終了に伴い低下が予想されるが、一定程度に抑制することを目標とする

維持

③成行値としては、後継者不足から減少が予測されるが、現状を維持することを目標とする

③ 商業店舗数 店舗 219 219

施策別基本計画 政策4 元気と賑わいのある産業づくり
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計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業

商店街機能の充実を図るため商店等の後継者育成並びに、事業承継をする
ための事業紹介等を行うと　共に、起業者の支援も含めて商店街の活性化
に寄与する活動に取組みます。
さらに、商工会など関係機関との連携を強化し、市街地の賑わい創出、商工
業の担い手の育成、買い物弱者対策などを講じながら、商工業環境の充実に
努めます。

商工振興事業

企業誘致を進め、雇用の場の確保と創出に努めます。 企業誘致促進事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

町内商工業者・商工会
地元商工業者の担い手育成等商工業者の安定経営の
ための取組みを強化し、併せて地域のニーズを捉え
た魅力ある商店を目指し賑わい創出に取り組みます。

①

町民
商店街等のイベントに参加すると共に、町内商店等を
積極的に利用します。

②
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各施策

５－１　子ども教育の充実

５－２　生涯学習の充実

５－３　生涯スポーツの充実

５－４　地域文化の振興

政策５　学びあい未来を拓く人づくり
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54.8 56.0

④
標準学力検査（Ｎ・Ｒ・Ｔ）の偏差値（中学3
年生）

－ 49.1 53.0 増加

増加

点 61.0 63.0 増加

② 体力・運動能力テストの点数（中学3年生） 点 48.2 52.0

③
標準学力検査（Ｎ・Ｒ・Ｔ）の偏差値（小学6
年生）

－

●個に応じた指導をより充実させるための支援体制の構築

●学校施設の改修・整備及び学校給食施設の統合

●子どもの教育について地域の人材を活用するなど地域全体で支える仕組みづくり

目標値（成果指標）

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

増加

① 体力・運動能力テストの点数（小学6年生）

●知・徳・体バランスのとれた子どもの育成

現状と課題

【現状】

●生きる力（確かな学力、豊かな心、健やかな体）を備えた子どもの育成に努めています。

●幼・保・小・中の連携の強化に取り組んでいます。

●子どもの体力・運動能力の低下に併せ、肥満傾向にあることも懸念されています。

●年次計画により、学習環境等整備（施設・設備の整備及び人的配置）を行っていますが、近年スクールカ
ウンセラーやスクールソーシャルワーカーの需要が拡大しています。

●学校給食施設・設備が老朽化しています。

●学校運営や教育活動に対する地域の人材資源を活かすための仕組みが十分でない状況です。

【課題】

●教員・教諭・保育士の指導力向上

子ども（乳幼児・児童・生徒）
「知・徳・体」バランスのとれた人間性と社会性を身に
つける

施策　５－１ 子ども教育の充実

施策の目的

対象 意図

施策別基本計画 政策５ 学びあい未来を拓く人づくり
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地域
「地域ぐるみで子どもを育てる」という意識を共有し、
地域ぐるみで学校を支援し、子どもの成長を支えま
す。

－

家庭
「家庭は教育の原点である」という認識に立ち、基本
的な生活習慣を身につけさせます。

①　②　③　④

幼稚園・保育所・学校
教育環境の整備・充実を図り、教員、教諭、保育士の資
質の向上に努めます。

①　②　③　④

一人ひとりを大切にした教育を実践するために、支援員やスクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワーカー等の配置を継続するとともに、子どもや学
校のニーズに即した支援体制をより充実させます。

特別支援教育支援員配置事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

老朽化した学校施設の改修や、学校給食施設の統合を計画的に進めるとと
もに、子どもの教育について、地域の人材を活用し地域全体で支える仕組み
をつくるなど、教育環境の整備に努めます。

教育施設管理、運営事業

取組み内容 主な事務事業

幼・保・小・中連携のもと、各種講演会や研修を実施するとともに、授業研究を
充実させ、指導力の向上を図ります。

教育研究事業

知徳体バランスの取れた子どもの育成に努めます。
・「みさとの教え」「みさとの学び」を実践し確かな学力を身につけさせます。
・体験学習を通し、豊かな心を育みます。
・幼児期における運動遊びや体育の授業を充実させ、健康な体づくりに取り
組みます。

小、中学校スポーツテスト事業

計画期間中の町の主な取組み

【目標値設定の根拠等】

①現状値が国、県平均値より高いため、現状値からの増加を目標とする

②全国平均値を目標とする

③現状値よりも増加を目標とする

④現状値よりも増加を目標とする
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【目標値設定の根拠等】

①町民意識調査結果の年齢別で最も高い（43.0％）を目標とする

②人口減少に伴い成行値は減少が予測されるが、現状値より増加を目標とする

増加

①
目標を持って学習を行っている町民
の割合

％ 38.6 43.0 増加

③ 公民館図書等の貸出数 冊 10,179 18,800

② 生涯学習講座の参加者数（延べ人数） 人 7,729

●複合文化施設建設に合わせた公民館事業等の統合整理

●複合文化施設を活用して、町民ニーズに対応したプログラムの検討

●家庭での教育力の向上を目指し講座等の充実

目標値（成果指標）

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

施策　５－２ 生涯学習の充実

施策の目的

対象 意図

8,000 増加

③５年後には、人口一人当たり一冊を目標とする。

●複合文化施設建設に合わせて公民館施設・事業等の統合整理について、洗い出しによる現状の把握を
行っております。

町民 生涯にわたり目標をもって学習する

現状と課題

【現状】

●生涯学習の推進については、公民館を中心に展開しており、地域に根ざした事業や活動が行われてい
ますが、学習参加対象者が限られている傾向にあります。

●学習機会が平日に多いことから高齢者の参加が多く、若年層の学習ニーズに対応した機会の提供が
十分にできていない状況にあります。

●町民意識調査の結果からは、目標を持って何らかの学習を行っている町民の割合が約39％となってお
ります。

●家庭教育への支援が十分できていない状況にあります。

【課題】

●多様化・高度化する町民の学習意欲に対応できる推進体制の構築

●文化団体等の活動内容について紹介し、町民への学習機会や学習内容の周知

施策別基本計画 政策５ 学びあい未来を拓く人づくり
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事業所 町民や地域の学習活動に参加・協力をします。 ①　　②

町民
自ら進んで学習するとともに、学習成果を地域づくり
に活用します。

①　　②

団体 情報提供と呼びかけにより仲間づくりを推進します。 ①　　②

複合文化施設建設により、「公民館」については、現在の３公民館と７地区公
民館を統合廃止し、複合文化施設に置く新たな会津美里町公民館１館としま
す。また、各公民館事業で、同じよな事業を一本化し、町民ニーズに対応した
学習効果の高い講座や教室等の開催と学習発表の機会の充実を図ります。

公民館活動事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

取組み内容 主な事務事業

町民の多様化・高度化する学習ニーズに対応するために、各種教育機関や
各種関係団体等と連携を強化し町民ニーズに対応できる推進体制の整備充
実を図ります。

家庭教育開設事業

広報紙やホームページ等を活用し、文化団体等の活動内容等を紹介し町民
への学習機会や学習内容の情報を提供します。

文化祭開催事業

計画期間中の町の主な取組み
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【目標値設定の根拠等】

①年間１％の増加を目標とする

②人口減少により成行値としては減少するが、現状値より増加を目標とする

増加

① 実際にスポーツを行っている人の割合 ％ 29.6 34.5 増加

② スポーツ施設の利用者数 人 131,924 134,500

●スポーツ指導者の育成と発掘

●多くの町民がスポーツに参加できる環境づくり

目標値（成果指標）

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●スポーツ大会、講習会等の参加者、また各種加盟団体の会員数についても減少傾向にあります。

【課題】

●関係機関団体と連携し、気軽で継続的に親しむことのできるスポーツ事業の推進

●種々のスポーツ事業に取り組んでいる「総合型地域スポーツクラブ」と連携し、活動機会の充実

現状と課題

【現状】

●健康への関心が高まっているが、スポーツを行っている町民は一部に限られており、全町的・継続的な
スポーツ活動につながっていない状況にあります。

●町民意識調査の結果からは、スポーツを行っている（１週間に１回程度以上運動やスポーツを行ってい
る）町民の割合は約30％となっております。

●総合型地域スポーツクラブが設立され、会員数が増加傾向にあります。

町民 生涯にわたりスポーツを行っている

施策　５－３ 生涯スポーツの充実

施策の目的

対象 意図

施策別基本計画 政策５ 学びあい未来を拓く人づくり
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団体、事業所
スポーツイベントの開催やスポーツ活動を推進しま
す。

①　　②

町民
町主催または地域主催等のスポーツ事業に参加しま
す。

①　　②

町民
健康の維持と体力向上のため目標を持って運動しま
す。

①　　②

スポーツ施設や設備の定期的な保守点検を実施し適正な維持・管理に努め、
いつでも安心して利用できる環境づくりを行います。

体育施設維持管理事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

取組み内容 主な事務事業

誰でも気軽にスポーツ活動に参加できるよう、総合型地域スポーツクラブと
の連携を図り、スポーツイベントやスポーツ教室の充実を図ります。

ふれあいウォーク開催事業

スポーツ推進委員等の指導者育成を図るため、研修会等に参加し、専門的な
知識・技術の習得を図ります。

スポーツ推進委員活動事業

計画期間中の町の主な取組み
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【目標値設定の根拠等】

①現状値より増加を目標とする

②人口減少により成行値としては減少するが、現状値より増加を目標とする

増加

① 町内文化財の保存・活用事業の件数 件 73 94 増加

②
地域の歴史や文化財に親しむ機会を持っ
た方の人数

人 710 950

●文化財所有者・管理者の保存意識の啓発と地域住民の理解と協力

●無形民俗文化財など地域文化の継承に向けた教育の充実や地域の連携・強化、後継者の育成

●「歴史文化基本構想」の策定

目標値（成果指標）

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●少子高齢化やライフスタイルの変化により、地域の伝統文化や行事等の存続が危ぶまれています。

●文化財を周辺環境も含めて総合的に保存・活用するための方針が定められていません。

【課題】

●文化財を適切に保存するための環境整備

●地域の歴史や文化財に親しむことのできる機会の充実

●文化財の所有者や伝統芸能を継承する担い手の高齢化と減少が進んでおり、後継者の確保と保存意
識の啓発、地域住民の理解と協力が重要となっています。

文化財・地域文化 保存・活用される

町民 文化財や歴史に親しむ機会を持つ

現状と課題

【現状】

●文化財を保管する場所が点在しているとともに、文化財に適した環境での保存がなされているとはい
えない状況にあります。

●町内には数多くの文化遺産が残されていることからも、地域住民の歴史に対する関心の度合いが高
いといえます。

施策　５－４ 地域文化の振興

施策の目的

対象 意図

施策別基本計画 政策５ 学びあい未来を拓く人づくり
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文化財の所有者・管理者
文化財の適正な保存とともに、多くの人々が文化財に
触れる機会の提供に努めます。

①　　②

町民
地域の文化財に親しむとともに、地域の行事に積極的
に参加するように努めます。

①　　②

地域・団体
文化財の保護・保全に協力し、地域の伝統芸能や伝統
行事の保存継承に取り組みます。

①　　②

文化財の適正な保存と地域文化継承のため、所有者・管理者の保存意識の
高揚を図り、保存活動に対し支援をします。

地域文化振興補助事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

文化庁が策定を推進している、地方公共団体の文化財保護に関するマス
タープランともいえる「歴史文化基本構想」を策定し、文化財の有効に努め
ます。

文化財調査事業

取組み内容 主な事務事業

全国有数の重要な中世山城跡である「向羽黒山城跡」を保存し、永く後世へ
伝え、町民をはじめ多くの方々が親しみ活用できる史跡として調査整備を行
います。

向羽黒山城跡調査事業

町内に存する文化財の調査・研究を進め、それらの成果を広く発信するとと
もに文化財への理解を深めるため、文化財を活用した事業や啓発を行いま
す。

歴史と文化の里づくり事業

計画期間中の町の主な取組み
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各施策

６－１　地域活動の推進

６－２　多様な交流と連携の推進

政策６　魅力と個性のある地域づくり



【目標値設定の根拠等】

①町民意識調査結果の地域別で最も高い新鶴地域（55.0％）を目標とする

②町民意識調査結果の地域別で最も高い本郷地域（55.0％）を目標とする

増加

① 地域活動に参加している町民の割合 ％ 48.1 55.0 増加

②
地域活動の推進に満足している町民の割
合

％ 47.4 55.0

●特定の住民の地域活動に関する負担軽減

●誇りのもてる伝統文化・慣習等の次世代への継承

●集落（自治区）間・地域間の連携強化

目標値（成果指標）

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●若い世代が地域活動に積極的に参加するための環境整備

現状と課題

【現状】

●地域活動への参加者が減ってきている。特に、若い世代の参加者が減っている状況にあります。

●参加者が少ないため、地域の伝統的な祭りや行事、イベントなどの実施が難しくなってきています。

●少数特定の住民に地域活動に関する負担が生じている状況にあります。

●高齢者や子どもの見守り等、地域が果たしてきた役割ができなくなってきています。

●人数規模が小さく満足な地域活動ができない集落（自治区）が発生している状況にあります。

【課題】

●地域活動への積極的な参加の促進

町民 地域活動へ積極的に参加する

集落（自治区） 機能が維持される

施策　６－１ 地域活動の推進

施策の目的

対象 意図

施策別基本計画 政策６ 魅力と個性のある地域づくり
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町民
地域活動に積極的に参加し、地域コミュニティの維持
を図ります。

①　　②

町民・地域
地域の課題を的確に把握し、課題解決に向けた取り組
みを町と協働で行います。

①　　②

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

取組み内容 主な事務事業

町民の地域活動への参加意識を高め、特に若い世代が積極的に参加しやす
い環境整備を進めます。

町民活動支援事業

地域間及び地域内住民の連帯感を深め、地域の課題解決に向けた取り組み
を町民と協働で行います。

協働のまちづくり推進事業

計画期間中の町の主な取組み
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増加

【目標値設定の根拠等】

①町民意識調査結果の地域別で最も高い本郷地域（60.0％）を目標とする

②計画期間中１件の増加を目標とする

② 姉妹都市、友好都市協定締結件数 件 4 5

増加

●二地域居住事業の推進による、定住人口の増加

目標値（成果指標）

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

① 多様な交流と連携の推進の町民満足度 ％ 48.7 60.0

【課題】

●町の政策課題と大学の研究テーマの整合性

●楢葉町の復興に合わせた交流事業の再構築

●観光振興や災害時応援協定締結の観点からの、新たな都市交流の必要性

●友好姉妹都市や他の都市との構築された交流に対して、二地域居住の機能を活用した定住の促進

●住宅団地については、販売に至っていない区画が残っている状況にあります。

友好姉妹都市や他の都市 良好な関係を継続又は構築する

大学 知の活用を図る

現状と課題

【現状】

●平成２０年度から福島大学と相互友好協力協定を結んでおり、町の課題解決に大学の知を活用しており
ます。

●姉妹都市楢葉町との交流については、東日本大震災時の避難者の受け入れなど、良好な関係が続い
ておりますが、震災の影響により以前よりも交流事業が少なくなっております。

●友好都市台東区との交流については、相互のイベントへの参加など、町のPRや観光事業等を主に実施
し、良好な関係が続いております。

●他の都市とも各種イベントへの相互訪問による交流や商工会や観光協会等が主体となっての交流等
が行われております。

町外の人 本町に定住する

施策　６－２ 多様な交流と連携の推進

施策の目的

対象 意図

施策別基本計画 政策６ 魅力と個性のある地域づくり
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団体
商工会や観光協会などの関係団体は、交流機会を企
画し、積極的な民間レベルの交流を図ります。

①　　②

主体（誰が） 取組み 波及する指標

町民
姉妹・友好都市等との交流事業に積極的に参加し、地
域の魅力を発信するとともに、継続的な交流に努め、
転入者の受入をサポートします。

①　　②

都市交流推進事業

施策の目的達成のための町民等の役割

取組み内容 主な事務事業

現役世代が会津管内で就業する機会及び情報発信を行い、転出者の抑制を
行うとともに、Ⅰターン者の二地域居住とＵターン者の定住を図りながら、定
住人口増加に取り組みます。

定住・二地域居住促進事業

町の政策課題と大学の研究テーマの整合性を図りながら、積極的に大学の
知を活用し、町の課題解決に取り組みます。

大学連携事業

友好・姉妹都市との友好関係を継続しながらも、観光振興や災害時応援協定
などの観点からの新たな都市交流を促進していきます。

計画期間中の町の主な取組み
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１　健全な財政運営の推進

２　効率的な行政運営

３　町民参加の推進

（行政改革大綱）

町民に信頼される行政の推進

～政策実現のための基盤～

　健全な財政運営と町民に信頼される町政運営を基本に、施策別
基本計画や重点プロジェクトを実現するために取組むものです
が、内容については施策別基本計画と同様に整理しております。



③ 将来負担比率 ％ 17.5 43.8 増加の抑制

②成行値としては48.7％まで上昇することが見込まれるが、43.8％まで抑制することを目標とする

【目標値設定の根拠等】

①成行値としては89.7％まで上昇することが見込まれるが、88.2％まで抑制することを目標とする

②現状値より減少を目標とする

減少

① 経常収支比率 ％ 82.6 88.2 増加の抑制

② 実質公債比率 ％ 8.3 6.9

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●合併に伴う類似施設が多数あることにより、施設の維持管理に多額の経費が必要な状況にあります。

●公有財産の利活用・処分

●受益者負担の適正化

目標値（成果指標）

目的

対象 意図

健全な財政運営の推進１

町の財政 健全な財政運営を維持する

公共施設 整理統合を進める

【課題】

●健全な財政運営の維持

●自主財源の確保

●公共施設の整理・統廃合

現状と課題

【現状】

●自主財源の比率が低く、依然として財政の硬直化などが懸念される状況にあります。

●合併による交付税の特例措置が平成28年度から５年間で段階的に少なくなることにより、一本算定時
で約10億程度減少する他、さらに人口減少に伴う交付税の減額が見込まれ厳しい財政運営が想定され
ます。

政策実現のための基盤 町民に信頼される行政の推進（行政改革大綱）
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町民 行政サービスに対する適正な負担を行います。 ①

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

町民、事業所 期限内納付を守り納税義務を果たします。 ①

計画的な行財政運営に取り組み経費削減に努め、町民に町の財政状況をわ
かりやすく伝えます。

財政管理事務

町が保有、管理する公共施設の調査、分析を行い、トータルコストの縮減、予
算の平準化、施設の統廃合、有効活用を検討し、公共施設の適正管理に努め
ます。

公共施設マネジメント事業

町の自主財源確保のため、町民に対して納税意識の高揚を図り、納税義務を
果たすよう期限内納付の周知を行います。早急に収納管理システムを構築
し更なる収納管理に努めます。

町税等徴収事務

計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業

町民 町の財政に対し関心を持つよう努めます。 ①
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【目標値設定の根拠等】

①町民意識調査結果の地域別で最も高い新鶴地域（58.0％）を目標とする

②町民意識調査結果の地域別で最も高い新鶴地域（43.0％）を目標とする

増加

②
町民がムダのない行政サービスが提供
されていると考える割合

％ 38.2 43.0 増加

①
職員が町民の立場に立った対応を行って
いると考える町民の割合

％ 50.5 58.0

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●総合庁舎を見据えた効率的な組織の構築

●社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の施行による行政運営の効率化

●コンビニエンスストアでの各種証明書交付についての検討

目標値（成果指標）

●個人情報の保護とセキュリティ対策の強化

●行政評価制度の見直し等による、評価結果に基づく改革改善の実施

●社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の施行が予定されています。

町（役場） 効果的な行政サービスを提供する

町（役場） 効率的な体制になる

現状と課題

【現状】

●町民意識調査の結果からは、ムダのない行政サービスが提供されていると考える町民の割合や、職員
が町民の立場に立った対応をしていると考える町民の割合は増加しているものの、依然低い水準にあり
ます。

●平成18年度から行政評価制度を導入し、事務事業評価を実施しており、平成23年度からは、施策評価を
実施しています。

●今後、定員適正化計画により、職員数を削減していくこととなるため、業務委託等を更に進めていく必
要があります。

【課題】

目的

対象 意図

２ 効率的な行政運営

政策実現のための基盤 町民に信頼される行政の推進（行政改革大綱）
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町民・地域・事業所
行政活動に関心を持ち、行政に対し意見・提案を行う
よう努めます。

①　　②

多様化する町民ニーズに対応した効率的な行政運営を推進するため、組織
機構改革を行うとともに、行政サービス等の拠点となる施設整備を行いま
す。

庁舎及び複合文化施設整備事業

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

取組み内容 主な事務事業

行政評価に基づき事務事業の見直しを行い、計画的かつ効果的な行政サー
ビスの提供を行います。
情報通信技術を活用し、行政運営の効率化を図るとともに、セキュリティ対策
の強化に努めます。

行政評価推進事業

人材育成基本方針に基づき、様々な行政課題に的確に対応できる職員を育
成するための各種研修を行い、町民に信頼される人事の育成に努めます。

職員研修事業

計画期間中の町の主な取組み
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％ 38.4 50.0 増加

④
町民ニーズがまちづくりに反映されてい
ると考える町民の割合

％ 39.6 50.0 増加

町民 町民ニーズがまちづくり（行政活動）に反映される

●議会運営に際し、地区別意見交換会や議員間討議を取り入れるなど町民の参加意欲が高まるよう努
めているが、参加者数や傍聴者数は少ない現状にあります。

●投票所における有権者数が少ない箇所が多くなっており、選挙投票率も年々下がっている状況にあり
ます。

●投票所数の見直しと投票率の向上

③
まちづくりに対して意見を言う機会があ
ると考える町民の割合

増加

② 参加条例を知っている町民の割合 ％ 14.3 25.0 増加

①
必要な情報が提供されていると考える
町民の割合

％ 67.1 75.0

指標名 単位 現状値 目標値 方向性

●行政情報管理システムの整備と町民に分かりやすい情報提供

●町民参加の必要性についての町民の理解

●「みんなの声をまちづくりにいかす条例」の適正な運用と町民への周知

●町民ニーズを的確に把握し、町政に反映していく仕組みづくり

目標値（成果指標）

【課題】

町民 知りたい情報が得られる

町民 まちづくり（行政活動）に意見をいえる

現状と課題

【現状】

●町民意識調査の結果、「必要な情報が十分に提供されていると考える」町民の割合が約67％にとど
まっており、更なる分かりやすい情報提供を進めていく必要があります。

●町民意識調査の結果、「町民参加の場に参加したいと思う」町民の割合が約40％となっており、町民が
まちづくりに参加する必要性について、十分な合意形成が図られていない現状にあります。

●平成２２年４月に「みんなの声をまちづくりにいかす条例」が施行されたが、町民意識調査の結果から
参加条例があることを知っている人の割合が約14％となっており、十分に周知されていない現状にあり
ます。

●町民意識調査の結果、町の政策に対して意見を言う機会が十分にあると考える町民の割合が約
38％、町民ニーズを反映した町政運営がされていると考える町民の割合が約40％となっており、町民参
加の機会や町民ニーズを反映した行政運営が十分でない現状にあります。

目的

対象 意図

３ 町民参加の推進

政策実現のための基盤 町民に信頼される行政の推進（行政改革大綱）
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町民 自主的・自発的にまちづくりへ参加します。 ③　　④

施策の目的達成のための町民等の役割

主体（誰が） 取組み 波及する指標

町民
まちづくりに関心を持ち、積極的に意見・提案を行い
ます。

①　　②　　③

町政運営の透明化を図るため、行政情報の適切な管理を行うとともに、町民
にわかりやすい情報提供を行います。

広報紙発行事業

町民がまちづくりに関心を持ち、積極的に意見・提案ができるよう「みんなの
声をまちづくりにいかす条例」に基づく町民参加手続を積極的に行うととも
に、町民ニーズを的確に把握し、町政に反映していく仕組みづくりを進めま
す。

町民参加推進事業

【目標値設定の根拠等】

①町民意識調査結果で過去5年間で約8％増加しており、同様の上昇を目標とする

②町民意識調査結果で過去5年間で約6％増加しており、同様の上昇を目標とする

計画期間中の町の主な取組み

取組み内容 主な事務事業

③現状値よりも増加し、過半数に達することを目標とする

④現状値よりも増加し、過半数に達することを目標とする
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重点プロジェクト 
 
 
 
 
 
 
 

元気づくりプロジェクト（人口減少対策） 

 

里づくりプロジェクト（環境整備） 

 

人づくりプロジェクト（人材育成） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

〜重点プロジェクト（いいね！プロジェクト）〜 

 

１．元気づくりプロジェクト（人口減少対策） 

 

  人口の減少を抑えるため、町民の生活を支え、定住や新規居住の推進を図ることが重要

です。 

地域の豊かな自然環境を活かした住環境や、子育て支援等を進めることで、住み続けた

くなる環境づくりを進めます。 

また、広域連携による魅力ある雇用の場の創出を図るとともに、地域に根ざした産業の

振興、起業支援や、働きやすい環境づくり、後継者対策の充実等により、活気のあるまち

の実現を目指します。（基本構想本文再掲） 

 

 【前期基本計画期間中の取組み】 

 

 ◎本町は、自然、食・農、伝統工芸、神社・仏閣、温泉など、多くの地域資源に恵ま

れていることから、これらを有機的に結びつけることにより、新たな仕事、雇用を

地域に生み出す取組を行う。また、既存企業の新たな展開や地域資源を活かした新

規起業などへ積極的な支援･育成を行う。 

 

 ◎移住定住に関する情報発信の強化に努め、本町に「行ってみたい」、「住んでみたい」

と思う人々を増やすための施策に取り組むとともに、既存の観光施設のほか、地域

特性を活かした観光資源の確立により交流人口の増加を図る。 
 

 ◎若い世代が、安心して結婚・出産・子育てができるよう切れ目のない支援を実施す

る。また、幼児期の保育や学校教育、放課後児童クラブなど、子育て支援の拡充や

質の向上を進め、地域全体で子育てをする意識を高めるための取組を推進する。 
 

 ◎災害から住民を守るため地域の防災力の向上と、地域に即した公共交通体系の形成、

空き家などの対策を適切に行うことにより、安心して暮らせる地域をつくる。また、

地域の住民と行政が一体となり、子どもから高齢者まで、「わがまち」として、誇り

を持って暮らすことができるまちづくりを推進する。 

 

 ※上記４つの取組みは、「会津美里町まち・ひと・しごと総合戦略」における４つの基本

目標と同じ内容となっております。 
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２．里づくりプロジェクト（環境整備） 

 

  住みよい暮らしの実現のため、町の特徴である田園、集落環境や山林の保全、活用を推

進し、地域の恵みを活かした魅力の創出を図ります。 

エネルギーの自立や特産品開発等により、地域独自のまちづくりを進め、農地や山林の

維持・管理を行うとともに、新たな雇用の創出へとつなげます。 

また、風景資源や文化財、町並み、伝統芸能を守り育てることで、観光交流を推進し、

地域の魅力の発信を図ります。（基本構想本文再掲） 

 

 【前期基本計画期間中の取組み】 

 

 ◎町民や町外から訪れる人々が、安全で快適に移動できるような道路整備、道路網の

構築を行なうとともに、冬期間の道路交通に支障がないよう除雪体制の徹底を図る。 

 

 

 

 

３．人づくりプロジェクト（人材育成） 

 

  少子化が進むなか、自然学習や農業体験、社会学習等を通して豊かな人間性を育むなど

の次世代を担う子どもの教育の充実や、地域の産業、伝統工芸の担い手の確保など地域活

性化の中心的な役割を果たす若者の育成は、町の重要な課題です。 

  また、高齢者の健康づくりや、子どもから高齢者まで多世代の交流を通して、地域で支

え合うネットワークの実現を目指します。 

  さらに、町民主体となった情報発信や地域間交流の促進に取り組み、地域づくりに携わ

る人材の拡大に努めます。（基本構想本文再掲） 

 

 【前期基本計画期間中の取組み】 

 

 ◎確かな学力、健康な体、豊かな心を備えた子どもを育てるため、基本的生活習慣を

身に付けさせることで、バランスの取れた人間性と社会性を育み、幼稚園、保育所、

小学校、中学校が育ち・学びをつなぐ一貫した教育を行う。 
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〜資料編〜 

１．策定経過 

１ 策定体制 

 

パブリックコメント

総合計画審議会

庁議

課長会議

総合計画策定会議

町民ワークショップ

町民アンケート

地
域
審
議
会

議
会

町

町民

町民懇談会

計画案策定を諮問

町民参加

計画案を答申

諮
問

議
案
提
出

議
決

答
申

-70-



 
 

２ 策定経過（計画審議会・町民ＷＳ・町民懇談会） 

  （１）総合計画審議会における策定経過 

 
 
 
 
 

開催日 回 策定・審議内容

諮問

総合計画審議会条例について

第３次総合計画策定について

アンケート設問について

計画期間について

人口推計について

計画体系について

第１回町民ＷＳの結果について

人口推計について

第２次総合計画庁内振り返り結果報告について

町民アンケート結果について

第２回町民ＷＳの結果について

アンケート調査結果の詳細について

将来像について

基本構想の構成について

第２回・第３回町民ＷＳの結果について

第３回町民ＷＳの結果について

将来像について

総合計画の体系について

第４回町民ＷＳの結果について

基本構想（案）について

基本構想（案）について

基本計画骨子（案）について

これまでの協議内容について

平成２７年度の策定スケジュールについて

地域審議会答申について

町民懇談会の結果について

施策別基本計画（現状と課題）について

平成27年11月30日 第１３回 総合計画の最終調整について

平 成 27 年 8 月 5 日 第１１回 施策別基本計画（指標、目標値）について

平成27年11月19日 第１２回 施策別基本計画及び重点プロジェクトについて

平 成 27 年 5月 28日 第 ９ 回

平 成 27 年 6月 24日 第１０回

平 成 27 年 12月 2日 答申 会長及び副会長による町長への答申書の提出

施策別基本計画（現状と課題）について

平 成 27 年 2月 25日 第 ６ 回

平 成 27 年 3月 25日 第 ７ 回

平 成 27 年 4月 30日 第 ８ 回

平成26年11月12日 第 ３ 回

平成26年12月17日 第 ４ 回

平 成 27 年 1月 21日 第 ５ 回

第 １ 回平 成 26 年 8月 29日

平 成 26 年 10月 8日 第 ２ 回
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  （２）町民ワークショップ開催結果 

 

 
 
  （３）町民懇談会開催結果 

 
 
 

３ アンケート結果概要 

 
 

開催日・場所 参加者 策定・審議内容

第１回 合併後のまちづくりの評価
平 成 26 年 9月 29日 2050年の会津美里町の目指すべき将来像
美里公民館 将来像実現のために取り組むべきこと
第１・３研修室
第２回 テーマ別
平成26年11月10日 　10年間に取り組むべきこと
美里公民館 　実現のための課題
第１・３研修室 　実現のためのアクション
第３回 テーマ別
平成26年12月13日 　課題
本郷庁舎 　取り組み
ふれあいセンター２Ｆ 　そのために必要なこと
第４回
平 成 27 年 1月 31日 施策毎に「町民としてできること」
新鶴公民館
大集会室

30名

20名

14名

15名

開催日・場所 参加者 策定・審議内容
高田地域
平 成 26 年 9月 29日
美里公民館
第１・３研修室
新鶴地域
平成26年11月10日
美里公民館
第１・３研修室
本郷地域
平成26年12月13日
本郷公民館
研修室

　基本構想（案）について

16名

8名

7名

町民アンケート調査の概要

会津美里町全域

２，０００人

住民基本台帳より無作為抽出

郵送調査

平成２６年９月～10月

回 収 数

回 答 率

７６９件

38.5%

調 査 対 象

標 本 数

抽 出 方 法

調 査 方 法

調 査 期 日

-72-



 
 

４ パブリックコメント結果概要 
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２．総合計画審議会 

 

  １ 総合計画審議会条例 

 

平成17年10月１日 

条例第14号 

改正 平成23年３月22日条例第１号 

平成23年３月28日条例第23号 

(設置) 

第１条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の４第３項の規定に基づき、会津美

里町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(任務) 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、会津美里町総合計画に関する事項を調査審議

する。 

(組織) 

第３条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。 

(１) 一般住民 

(２) 学識経験者 

(３) 関係団体の役職員 

(任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員は、当該諮問に係る審議が終了し

たときは、解任されるものとする。 

(役員) 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

(会議) 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

(報酬及び費用弁償) 
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第７条 委員が会議のため出席したとき、又は公務のため旅行をしたときは、報酬及

び費用弁償を支給する。 

２ 前項の支給については、会津美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例(平成17年会津美里町条例第42号)の定めるところによる。 

(庶務) 

第８条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。 

(委任) 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 第４条の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて任命される委員の任期は、

平成19年３月31日までとする。 

附 則(平成23年３月22日条例第１号) 

改正 平成23年３月28日条例第23号 

この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。 

(平成23年９月規則第18号で、同23年10月１日から施行) 

附 則(平成23年３月28日条例第23号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 総合計画審議会委員名簿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役職名 氏　　名 所属団体等

会長 石光　真 会津大学短期大学部教授（財政学）

副会長 大竹　勉 会津美里町民生児童委員協議会会長　

委員 白井　栄一 会津美里商工会総代

委員 遠藤　秀一 会津美里町観光協会　調査研究開発委員会委員長

委員 鶴賀　イチ 教育委員

委員 板橋　信幸 自治区長連絡協議会会長　

委員 新山　諭 会津みどり農業協働組合　高田総合支店長　

委員 杉原　由美 行革推進委員会委員

委員 斎藤　信子 男女共同参画審議会員

委員 須田　保子 都市計画審議会委員

委員 櫻井　宏信 会津美里町消防団長

委員 武藤　裕一 社会福祉協議会理事

委員 横谷　光子 廃棄物減量化推進審議会委員

委員 上杉　述史 公募
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３ 総合計画審議会への諮問 

 
２６会美政第１６１号 
平成２６年 ８月２９日 

 
 
 会津美里町総合計画審議会会長 様 
 
 

会津美里町長 渡 部 英 敏 
 
 

会津美里町第３次総合計画（案）の策定について（諮問） 
会津美里町総合計画審議会条例（平成１７年会津美里町条例第１４号）第２条の規定に基

づき、貴審議会へ諮問いたします。 
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４ 総合計画審議会からの答申 
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３．地域審議会 

 

１ 地域審議会への諮問 

 

 ２７会美政第１５０号 
平成２７年５月１１日 

 
 高田地域審議会会長 様 
 本郷地域審議会会長 様 
 新鶴地域審議会会長 様 
 

会津美里町長 渡部 英敏 
 
 

 会津美里町第３次総合計画基本構想について(諮問) 
 会津美里町地域審議会条例（平成１７年１０月１日条例第１８５号）第３条第１項第３

号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 
 
 
 
添付書 
 会津美里町第３次総合計画基本構想（案） 
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２ 地域審議会からの答申 

 

 

２７会美高審第３号 
平成２７年５月２７日 

 
 会津美里町長 渡部 英敏 様 
 

会津美里町高田地域審議会 
会 長  橋 爪 伸 喜 

 
 

会津美里町第３次総合計画基本構想について（答申） 
 平成２７年５月１１日付け２７会美政１５０号で諮問のありましたことについて、当審

議会は下記のとおり答申します。 
 

記 
 
１ 会津美里町第３次総合計画基本構想については、下記意見を付して概ね適当と認めま

す。 
 
２ 意 見 

（１）  人口減少対策が、町の最重要かつ緊急的な課題であることから、基本計画や

実施計画により特に重点的に取り組むこと。 
 

（２）  若い世代が安心して働くことができる職場の確保に努めること。 
 

（３）  地域活性化のためには、将来町を担う人材が重要であることから、情報の発

信や様々な施策により人材育成に努めること。 
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２７会美本審第３号 
平成２７年５月２７日 

 
 会津美里町長 渡部 英敏 様 
 

会津美里町本郷地域審議会 
会 長  宗 像 利 浩 

 
 

会津美里町第３次総合計画基本構想について（答申） 
 平成２７年５月１１日付け２７会美政１５０号で諮問のありましたことについて、当審

議会は下記のとおり答申します。 
 

記 
 
１ 会津美里町第３次総合計画基本構想案を慎重審議した結果、本審議会における意見と

しては、概ね適当と認めます。 
 
２ 意 見 
    空き家が増加していることから、適正に管理されていない空き家に対しては、周辺に

危害が及ばないよう適切に対応すること。また、利活用が可能な空き家については、

定住促進などに積極的に活用すること。 
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２７会美新審第３号 
平成２７年５月２７日 

 
 会津美里町長 渡部 英敏 様 
 

会津美里町新鶴地域審議会 
会 長  五 十 嵐 一 夫 

 
 

会津美里町第３次総合計画基本構想について（答申） 
 平成２７年５月１１日付け２７会美政１５０号で諮問のありましたことについて、当審

議会は下記のとおり答申します。 
 

記 
 
１ 会津美里町第３次総合計画基本構想案を慎重審議した結果、本審議会における意見と

しては、概ね妥当と認めます。 
 
２ 意 見 

（１）  人口の減少を抑えるため、魅力ある職場の確保に努めること。 
 
（２）   本町の基幹産業である農業の振興を図るため、新規就農者等の支援を行うこと。 
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